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［事案 2021-214］損害賠償請求  

・令和 4年 8月 5 日 和解成立 

＜事案の概要＞ 

積立金として募集人に預けた金銭が入金されていなかったことを理由に、損害賠償を求めて

申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 23 年 4 月に契約した 2 件の無配当終身保険について、募集人から、銀行より利率が良

いとして各契約への積立てを勧められたため、毎月の保険料とは別に各契約に入金することを

依頼して、金銭を募集人に預け領収証も受け取ったが、入金されていなかったため返金を求め

る。 

＜保険会社の主張＞ 

金銭の授受があったと認定するには、証拠が不十分であるため、申立人の請求に応じること

はできない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、和解を相当とする事情の有

無を確認するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、以下のとおり、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和

解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了し

た。 

(1)一般に、金銭の授受に関する領収証等が存在する場合には、実際にその授受があったもの

と事実上推定することができ、募集人の陳述も踏まえると、領収証に記載された金銭の授

受があったものと推定することができる。 

(2)特段の理由があったわけではないにもかかわらず、領収証を交付した日以降、募集人が返

却や破棄を求めた形跡は窺えず、この事実からも金銭の授受が窺われる。 

(3)申立人と募集人は、金銭の授受に関しショートメールでやり取りをしているが、募集人は、

金銭の授受を否定しておらず、各契約に金銭を入金していると理解できる文面を返信して

いる。 

(4)払込保険料累計額を確認した申立人が、入金依頼した金銭が含まれていないことを追求す

る内容のメールを送ったところ、募集人は、申立人の質問に対する返答を避けていたこと

が窺える。 

 

 


